
新たに、企業年金加入者※1、公務員等共済加入者、第３号被保険者が
加入対象となります。（2017年1月から）

無料

2017年１月から

個人型確定拠出年金の
加入対象者が拡大します

2017年１月から

個人型確定拠出年金の
加入対象者が拡大します

掛金が全額所得控除になるな
ど3つの税制優遇のある

DB

拠出限度額 1.2万円/月
拠出限度額
2.3万円/月

会社の役員・従業員
（第２号被保険者）

個人事業主等
（第１号被保険者）

拠出限度額6.8万円/月拠出限度額6.8万円/月 拠出限度額2.3万円/月拠出限度額2.3万円/月

加 入 対 象 者

企業年金加入者※1
（第２号被保険者）

専業主婦(主夫)
（第３号被保険者）

公務員※2
（第２号被保険者）

確定拠出年金は、「401k(ﾖﾝﾏﾙｲﾁｹｰ)」、「DC(ﾃﾞｨｰｼｰ)」とも呼ばれます。

※1 確定給付企業年金等の加入者の場合です。

New!!
新たに加入対象となる方

※2 国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合の長期組合員および私立学校教職員共済制度の長期加入者の方を含みます。



✔拠出時：全額所得控除
掛金は全額が所得控除の対象となります。

✔運用時：運用益非課税
一般的な金融商品では運用益に対して税金がかかりますが、
確定拠出年金では運用益に税金はかかりません。
※退職年金等（確定拠出年金）の積立金は特別法人税等の対象と

なりますが、現在課税停止中です。

✔受給時：公的年金等控除等
・年金 ･･･雑所得（公的年金等）として課税されますが、「公的年金等控除」が適用されます。

・一時金･･･退職所得として課税されますが、「退職所得控除」が適用されます。

税制メリットとは？

注意することは？

加入から受取りが終了するまでの間、所定の手数料がかかります。
特に加入から60歳までの期間が短くかつ掛金が少額の場合、受取金額が掛金合計額を
下回ることがありますので、ご注意ください。

✔ 原則、60歳まで途中の引出し、脱退はできません。
✔

✔

✔ 掛金は原則、60歳になるまで（59歳11か月目まで）拠出します。

60歳時点で通算加入者等期間が10年に満たない場合、段階的に最高65歳まで
受取りを開始できる年齢が繰り下がります

＜お問い合わせ先＞

東京都千代田区丸の内1- 2- 1 〒100- 8050

掛金や運用商品を自分で自由に決められる新しいタイプの年金制度です。
公的年金を補うために導入された制度で、3つの税制メリットがあります。

確定拠出年金とは？

401k- GM01- 16005 2016年6月作成

◎2016年12月末までの加入対象者は以下の方となります。

・国民年金に加入している個人事業主等の方（第１号被保険者 対象年齢：２０歳以上６０歳未満）
ただし、「国民年金の保険料を納付していること」かつ「保険料免除を受けていないこと」が条件となります（2017年1月
以降も引き続き本条件は残ります）。
また、農業者年金に加入されている方は加入できません。

・厚生年金保険に加入している会社の役員・従業員の方（第２号被保険者 対象年齢：６０歳未満）
ただし、「お勤め先に企業年金等＊1があり、その加入対象者となっていないこと」が条件となります。
*1 企業年金等とは、企業型確定拠出年金・確定給付企業年金・厚生年金基金・石炭鉱業年金基金をいいます。
（退職一時金・中小企業退職金共済は企業年金等に含まれません。）

※公務員*2や会社員・公務員の被扶養配偶者（国民年金の第３号被保険者）は、2017年1月から加入が可能となります。
*2 国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合の長期組合員および私立学校教職員共済制度の長期加入者の方を含みます。

◎このチラシは個人型確定拠出年金の概要説明および加入のおすすめを目的として作成されたものです。
確定拠出年金への加入にあたっては、運営管理機関が提供する資料等を十分ご確認ください。

◎このチラシは2016年5月時点の制度・税制・情報をもとに作成しています。

お願い

お電話の際は、
左記の金融機
関名をお伝えく
ださい。

60歳以降
に

金融商品取引業者北海道財務局長（金商）第１号
加入協会/日本証券業協会


